
番号 質問箇所 質問事項 質問内容 回答

1 想定調達数量
P.1 「5. 想定調達数量・価格
の上限」（１）

これまでの実績数を提示していただくことは可能でしょうか。
R4：A端末4,280台、B端末82台（ECサイトによる注文分）
R5：A端末4,144台、B端末115台
R6：A端末4,549台、B端末81台（見込み）

2  購入プロセス P.2「8. 購入プロセス」（２）

「カ ＥＣサイトを利用できない生徒（保護者）に向け、他の手段でも購入できるようにすること。」
とありますが、注文書等WEBを利用しない形式での受付ということでしょうか。
また、発注の取りまとめの必要が有るため、ECサイト以外の注文に関しての注文期間より前
倒しすることは可能でしょうか。

特定の方法に限定するものではありませんが、希望する生徒（保護者）の求めに
応じ紙の注文書を自宅へ郵送する方法等、ECサイトを利用できない生徒（保護
者）が端末を購入することができるプロセスをご提案ください。
なお、生徒（保護者）からの注文は合格発表（令和7年3月13日）後から可能とな
るため、前倒しはできない想定です。

3  購入プロセス P.2「8. 購入プロセス」（２）

「ク 学校ごとに購入手続きフォーム等を分ける必要はないが、学校と生徒（保護者）の情報が
紐付くようにすること。その際、生徒（保護者）が自らの学校を正確に選択することができる措
置を 施すこと。」とありますが、システムへの紐づけ等の検討が必要であるため、
システム構築の段にユーザー情報（生徒名簿等ユーザーを一意に判別できるもの）をいただけ
るでしょうか。

ユーザー情報を提供することはできません。
ECサイト等を利用し購入した者の氏名、住所、電話番号、学校名等を元に購入
者を一意に判別いただき、購入者の一覧を山梨県教育委員会へご報告いただく
想定です。

4 端末等の仕様
P.6 別紙１ 端末等の仕様 １
仕様 「②B端末（iPad端末）」

選定端末の通信方式について、「Wi-Fi + Cellular モデル」でも問題ないでしょうか。 問題ありません。

5 購入プロセス P.8 「8.購入プロセス」（２）
「ア 5月以降に購入を希望する生徒（保護者）が出た場合を想定し、同年9月30日（火）まで
は購入可能な体制を維持しておくこと。」とありますが、10月1日以降は原則対応しない想
定でもよろしいでしょうか。

対応しない想定で問題ありません。
ただし、10月1日以降に購入希望生徒（保護者）が現れ、調達業者様が対応可能
である場合は、別途協議させていただければと思います。

6 その他 P.3 「9 その他」（４）
端末設定方法や手順について、教育委員会が別途委託する「生徒学習用端末管理保守業
務」による設定マニュアル作成に情報提供等協力することと記載がございますがどのよう
な内容を想定されておりますでしょうか。

「生徒学習用端末管理保守業務」では、生徒自身が行うキッティングの作業手順
マニュアルを作成します。そのために必要な情報としては、納品する端末のシリ
アル番号の一覧表の提供等を想定しています。

7 その他 P.3 「9 その他」（８）

給付金制度の対象世帯はいつ頃の確定を予定されていますでしょうか。
参考までに昨年度の1/2給付金世帯数、全額給付対象世帯数をご開示頂くことは可能でしょう
か。
また対象世帯はECサイト上での注文金額の100％をお支払いいただける認識でよろしかった
でしょうか。

　給付金は、ECサイト等で端末を購入した後に、その購入費用の負担軽減を図
るために対象世帯へ給付するものとなっています。このため、ECサイトでは端末
価格の100%を支払う想定です。
　なお、例外としまして、給付金全額対象となる世帯がECサイト上での注文金額
を工面できない場合は、山梨県教育委員会から端末価格の全額または一部を直
接調達業者様へお支払いする場合があります。
　給付世帯数については、お答えできません。

8 その他 P.3 「9 その他」（９）
端末等機器の納入に用いた梱包資材等（機器を個別梱包する外箱を除く）については、調達
業者の責任において持ち帰り、処分すること。と記載がございますがこちらの対象は学校に納
品する分のみでよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

9
情報セキュリティに関する
特記事項

情報セキュリティに関する特
記事項 11条

「甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必
要があると認めるときは、実地に調査し、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができ
る。」と記載がございますが、当社には他社様の機密情報の取り扱いもございますので、調査
の日時、場所、対象等について事前に協議を行った上での実地調査の対応とさせていただけ
ますでしょうか。

事前の協議は可能です。

令和7年度山梨県立学校等入学生に向けた学習者用端末の調達業務に係る質問に対する回答


